
※　事前相談書は住宅取得の契約前に提出してください。

新築 購入

契約

着工 契約

竣工

※　交付申請は住宅取得(登記)後１年以内に申請してください。

補助金交付

※交付決定後3週間程度で振
り込まれます。

※申請不備解消後、審査開始。審査開
始後１か月半程度で通知予定。

※「事前相談の提出日が令和7年4月
１日以降」かつ「事前相談時から世帯員
の変更がない」場合は、同意書の郵送
は不要です。

松戸市親元近居・同居住宅取得補助金手続きの流れ

事前相談書受取り

住宅取得（登記）

住民票異動

引越し

事前相談書返却

該当の有無回答

契約前

契約

住宅取得

事前相談【窓口申請のみ】

事前相談書　正・副各１部提出
（第１号様式）

事前相談書受付

申請者

※副はコピー可

松戸市

補助制度説明

審査

注意
交付申請の際、事前相談時と内容が変わり補助金交付の要件を
満たさない場合申請出来ません。

交付申請

 　　　　       ◆該当者のみ◆
             同意書提出【郵送提出】

交付申請受理

　　　　　　交付申請【オンライン申請】

審査

希望口座にて受領

交付決定（却下）

補助金振込

（電子交付）
決定（却下）通知受取り


